
■奨励金の交付

名取市内に主たる事業所又は事務所を有する中小企業等

みなし大企業（同一の大企業が資本金の2分の1以上を所有している企
業、複数の大企業が資本金の3分の2以上を所有している企業又は大
企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業）でない者

過去に本奨励金の交付を受けていない者

市税を滞納していない者

暴力団等と関係を有していない者

ＢＣＰはじめの一歩

をつくろう！

名取市事業継続力強化計画策定支援奨励金

令和８年４月１日以降、新たに事業継続力強化計画（又は連携事業継

続力強化計画）を策定し、国の認定を受けた市内中小企業等を対象に

奨励金１０万円を交付します。

※令和7年度以前に計画策定、国への申請、国の認定を受けた方は対象になりません。

■事業継続力強化計画とは

中小企業等が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として、

将来的に行う災害対策などを計画として策定するものです。

事業継続力強化計画を策定し、国（経済産業大臣）が認定することで、低
利融資等の金融支援や国の補助金の加点措置など様々なメリットを受けること
ができます。





■交付対象者











■実施期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
※予算の執行状況により、予告なく終了する場合があります。



■交付申請書類

■申請から交付までの流れ

【問合せ先及び申請書提出先】
担 当：生活経済部商工観光課 商工振興・雇用促進係
電 話：022-724-7150
メール：syousui@city.natori.miyagi.jp

※申請書は市ホームページよりダウンロードできます。

交付申請書

暴力団排除に関する誓約書

役員等名簿

事業継続力強化計画（または連携事業継続力強化計画）

※国に認定申請した際の認定申請書(控)も添付

上記計画の認定通知書の写し









…事業者（申請者）

① 事業継続力強化計画（又は連携事業継続力強化計画）を策定

② 国の認定を受ける

③ 交付申請書類様式の取得 …市ホームページ又は商工観光課で入手

④ 交付申請書類の提出 …下記「交付申請書類」を商工観光課へ提出

⑤ 交付申請書類の審査 …不明な内容や誤り等がある場合は、事業者等へ

聴き取りや訂正等を求める

⑥ 交付決定通知・請求書の送付 …交付申請書の提出後、通常１月以内

に請求書とともに事業者へ送付

⑦ 請求書提出 …請求書に必要事項を記入し商工観光課へ提出

⑧ 奨励金の交付 …請求書受け取り後、通常１月以内に口座へ振込


